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防犯カメラ設置説明会

第一回目：令和５年３月２６日（日）
第二回目：令和５年４月 ８日（土）

於：桜台地区区⺠館

主催：桜台親和町会
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本日のご説明の概要
1.【防犯カメラ設置の背景・目的】
2.【プライバシー保護の基本方針】
3.【設置予定カメラ機種とその特⻑】
4.【設置計画の概要】
5.【設置費用および町会の費用負担】
6.【防犯カメラ設置及び運用のポイント】
7.【設置予定場所（５カ所）の具体例】
8.【今後の進め方、予定】
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1.防犯カメラ設置の背景・目的
• 桜台親和町会では、防犯パトロールによる犯罪者を寄せ付けない活

動や地域住⺠のきずなや連帯を強化する活動を実施してきましたが、
昨今の犯罪は手口の多様化・巧妙化もみられ、全国的に高齢者から
電話で資産状況を聞き出した上で犯行に及ぶ手口の強盗等の被害が
発生する状況も散発している状況です。

• また市⺠の防犯活動や警察によるパトロールには⾃ずと限界があり、
これらを補完するものとして、市街地などの「公共空間」に向けて
「街頭防犯カメラ」が設置が全国的に進められています。

• 桜台親和町会でも議論を重ね、２０２３年１月の町会の役員会にお
いて安全・安心・住みやすい街づくりを目指し、犯罪を未然に防ぐ
効果がある防犯カメラ設備の設置を決定致しました。
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1.防犯カメラ設置の目的（図による説明）
【桜台親和町会の従来の活動】

＋
【今後】

【防犯カメラ導入済みの町会のコメント】
犯罪の抑止効果がどの程度か定量的に示すことはできないが、抑止効果はあり、防犯カメ
ラが稼働していることに対して喜んでいる住⺠は多いと考えている。

「きずな」
「親和」

による相互扶助

行政・警察・消防署
との連携による
防犯・防災活動

月2回、朝の防犯パトロール
夏季・冬季防犯・防災
合同パトロールによる

自主防犯活動推進

プライバシーの保護を十分考慮した上で防犯カメラを
設置することにより、従来の防犯活動を補完し、

犯罪が起こりにくい「より安全・安心な桜台親和町会」を目指す
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2.プライバシー保護の基本方針
防犯カメラは録画された映像で特定の個人が識別できる場合、
その 映像は 「個人情報」に該当するためプライバシー保護
への十分な配慮を管理を行う。

（法律に準じた正しい取り扱いや管理を実施）

• 「個人情報保護法」
• 「練馬区防犯カメラ設置指針」
• 「桜台親和町会個人情報保護規程」
• 「桜台親和町会防犯カメラ設置及び運用規程」

を遵守し、プライバシー保護に務める。
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3.設置予定カメラ機種とその特⻑
記録一体型街頭防犯カメラSSCR-M3（キング通信工業社製）
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4.設置計画の概要
• 機種：記録一体型街頭防犯カメラSSCR-M3（キング通信工業社製）
• 設置台数：５台 （試験的な設置の意味合いを含む）
• 設置予定時期：令和５年初冬以降 （３月末までには完成）
• 費用：設置にかかる金額：203万5000円 (消費税含む）/5台

補助金：東京都（1/2)および練馬区(1/3)からの補助金を受けて設置
桜台親和町会の負担率：１/6
実質の町会設置費用：33万9000円 (6万7800円X５台）

• 維持費：電気代＋東電電柱使用料｛（500円/月・1台＋2400円/年・１箇所｝
4万2000円/年・５箇所
桜台親和町会の負担率：１/6
実質の町会維持費：７０００円/年・5箇所
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5.設置費用および町会の費用負担(要約）

総費用（消費税含む）/1台
都および区からの

補助金（５/6)
桜台親和町会
負担額(1/6)

5台設置

（A) （B) （C)=A-B （C)X5
初期費用 4０.7万円 33.9万円 ６.78万円 33.9万円

維持費用
（年間）

①＋②      8400円
（内訳）
①電気代       6000円
②電柱代（東電） 2400円

7000円 1400円     7000円

防犯カメラの設置・維持費用（5台設置）
令和５年４月時
点で約７００万
の繰越金があり、
３４万円の初期
負担は十分に賄
えると考えてい
る。
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6.防犯カメラ設置及び運用のポイント
①住居の全部⼜は一部が撮影範囲に入る住⺠等の同意並びに設置場所の所有者及び管
理者の同意を得る。
②適正な設置運用を図るため管理責任者を置き、管理責任者は桜台親和町会⻑とする。
③設置場所や角度によってはプライバシー侵害の可能性があるので、慎重に設置場所
を検討する。設置電柱には設置の表示を行う。
④カメラから取得した画像データはカメラ内記録媒体で⾃動的に記録されるとともに
保管されるが、その保管期間は取得後７〜10日間とし、保管期間終了後は自動的に上
書きにより消去される。（10日以上の保存は東京都の補助金の対象外のため。）
⑤画像データの開示
(1)画像データの開示の理由は、犯罪捜査および公序良俗の確保に限定する。
(2)画像データの開示は、裁判所・警察署・監督官庁等からの正式要請があるもの以外
には応じない。開示を伴わない問い合わせについても同様とする。

（町会の管理者等は録画データを見ないことがポイント）
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6.運用のポイント（要約）
1. 防犯カメラは、道路（公道、一部私道）の往来を撮影するものであり、誰
かの出入りを撮影するものではない

（画角調整で撮影対象を絞る）左右：110°〜最⼩37℃、上下：最⼩60°

2. 録画情報を見ることができる条件・人を限定する

条件の限定：（犯罪発生時）警察、関係機関からの要請に基づく場合のみ

人の限定 ： 要請があった警察、関係機関のみが録画内容を閲覧できる

※町会員・役員が画像を見れることにするとプライバシー保護との
両立は難しいので町会員等は見れない
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桜台地区区⺠館およ
び三丁目森公園方向
に向けたカメラ
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7.設置予定場所（5カ所）の具体例
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桜台通り、風祭
様宅方向および
桜台二丁目交差
点信号方向に向
けたカメラ
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7.設置予定場所（5カ所）の具体例

マンションル
シェール（右）か
ら桜台通り（旧山
田ビル）方向に向
けたカメラ
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7.設置予定場所（5カ所）の具体例
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二丁目45番付近交
差点

「みよ美容室」様
方向に向けたカメ
ラ
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7.設置予定場所（5カ所）の具体例

2丁目36
（公文式学習塾）
から交差点を含み、
開三小方向けたカ
メラ
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7.設置予定場所（5カ所）の具体例
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電柱使用許
可が得られ
ない場合の
第二候補地
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7.設置予定場所の具体例

8.今後の進め方、予定
• 東京都および練馬区の補助金制度を活用していることおよびプラ

イバシー保護のためには防犯カメラ設置が町会員の総意であるこ
とが必要。
令和5年4月：町会員への計画の周知と意見の反映させるため、最

終的に総会決議を予定。{令和5年4月22日（⼟）桜台地区区⺠館}
• 令和5年6月：練馬区への申請手続き開始
（練馬区の予算が不足の場合、設置できない場合もある）
• 令和5年12月ころ：設置工事開始
• 令和6年３月ころ：運用開始
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